
8※　根来同心百人衆…和歌山県根来寺の衆徒で、江戸幕府に仕えた百人組の一つ。

　

市
議
会
で
は
、
常
任
委
員

会
ご
と
に
政
策
討
論
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

政
策
討
論
は
、
議
員
相
互

の
合
意
形
成
や
、
政
策
立
案

能
力
な
ど
の
さ
ら
な
る
資
質

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
決
定
し
た
討
論
テ
ー
マ

に
つ
い
て
、
各
委
員
が
積
極

的
に
情
報
収
集
し
、
委
員
間

で
の
自
由
討
議
を
行
う
も
の

で
す
。

　

29
年
度
の
各
常
任
委
員
会

の
政
策
討
論
の
テ
ー
マ
は
次

の
と
お
り
で
す
。

【
総
務
常
任
委
員
会
】

・
広
報
広
聴
・
市
民
参
画
の

充
実
に
つ
い
て

・
移
住
・
定
住
促
進
策
の
推

進
に
つ
い
て

【
厚
生
常
任
委
員
会
】

・
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

構
築
に
つ
い
て

・
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

【
環
境
経
済
常
任
委
員
会
】

・
観
光
に
つ
い
て

・
農
業
に
つ
い
て

【
建
設
常
任
委
員
会
】

・
立
地
適
正
化
計
画
に
つ
い
て

【
文
教
消
防
水
道

　
　
　
　

常
任
委
員
会
】

・
特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て

・
地
域
文
化
財
の
保
護
・
保

存
、
活
用
手
法
の
研
究
に

つ
い
て

西 房美
（緑の党）

ここがききたい!　一般質問

に
着
手
し
、
岩
曽
町
の
地
蔵

尊
も
含
め
、
約
4
千
件
に
の

ぼ
る
歴
史
文
化
資
源
を
把
握

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
の
約
9
割
は
未
指
定
の

文
化
財
で
あ
り
、
多
く
は
地

域
の
人
々
の
手
で
守
り
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
地
域
に
よ
っ

て
は
担
い
手
が
不
足
す
る
な

ど
困
難
な
状
況
に
な
り
つ
つ

あ
る
と
の
意
見
が
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
文
化
財
は
希
少

性
・
芸
術
性
な
ど
の
観
点
か

ら
国
、
県
、
市
レ
ベ
ル
で
そ

の
指
定
を
行
い
保
存
活
用
に

係
る
所
有
者
な
ど
へ
の
支
援

を
行
っ
て
き
た
。

　

今
後
は
さ
ら
に
、
文
化
財

と
し
て
の
指
定
・
未
指
定
を

問
わ
ず
、
地
域
住
民
だ
れ
も

が
大
切
に
思
い
受
け
継
い
で

き
た
貴
重
な
資
源
を
後
世
に

残
し
伝
え
る
た
め
の
方
策
や

支
援
の
あ
り
方
を
検
討
し
て

い
く
。

　
　

岩
曽
町
の
地
蔵
尊
に
は

根
来
同
心
百
人
衆
が
祭
ら
れ

て
い
る
が
、
近
隣
に
あ
っ
た

根
来
塚
の
首
塚
、
胴
塚
、
馬

塚
は
、
時
代
と
と
も
に
開
発

に
よ
り
整
地
さ
れ
て
し
ま
っ

た
と
聞
い
て
い
る
。

　

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
た
め
、
保
存
困
難

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

い
つ
か
地
蔵
尊
も
無
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

危
惧
し
て
い
る
。

　

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

な
い
歴
史
遺
産
も
後
世
へ
残

す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

岩
曽
町
の
地
蔵
尊

後
世
に
残
し
伝
え
る

た
め
の
方
策
検
討
を

政
策
討
論
の
テ
ー
マ
が
決
定
し
ま
し
た

問
　
　

地
域
に
存
在
す
る
歴
史

文
化
資
源
を
幅
広
く
捉
え
、

将
来
に
向
け
た
保
存
活
用
を

検
討
す
る
た
め
、
28
年
度
に

歴
史
文
化
基
本
構
想
の
策
定

答

　市民の皆さんに議会への理解と関心を高めてもらうため、親子や小中学校、
各種団体などの議会見学を随時行っています。
　夏休み中も見学できますので、希望される方は事前に議会事務局までお問い
合わせください。

　市議会では、広く市民の皆さんからご意見をお聴きし、さらなる
議会活動の活性化を図ってまいります。
対象：市内在住又は通勤・通学している人
方法：手紙、ファクス、Eメールなど（電話などでのご意見は受付できません。
　　　また、住所、氏名等が全て記載されていることが条件となります。）
※原則として１ヶ月程度で回答させていただきます。

そ
の
他
の
質
問
項
目

①
香
害
②
自
治
会
と
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
の
関
係
③
地
区
社
会
福
祉
協
議

会
④
天
下
り
⑤
有
害
な
農
薬
の
散
布

⑥
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ

（
Wi‐

Fi
）な
ど
の
被
害
⑦
監
査
委
員

※

▲地域文化財の伝馬町屋台引き回し
　パレードの様子 ▲大谷の地下空間

政治家の寄附禁止 議場を見学してみませんか

市議会へのご意見をお寄せください

　公職選挙法の規定により、
政治家が選挙区内の市民にお
金や物などの寄附をすることは
禁止されています。（親族に対
するものなどは除かれます。）
　主な事例は次のとおりです。
◎お中元やお歳暮、葬式の
花輪や供花、初盆のお供
　物などを贈ること
◎地域運動会などの各種行
　事に金品を贈ること　など
　また、有権者が寄附を求め
ることも禁止されています。
　市民の皆様のご理解をお
願いします。

提出先 〒320-8540 宇都宮市旭 1-1-5 宇都宮市議会広報広聴委員会
Ｅメール u79002000@city.utsunomiya.tochigi.jp　FAX（632）2613

問い合わせ先 議会事務局政策調査課　電話（632）2611

議会事務局政策調査課　電話（632）2611


